
H30.9月 岩手県

表1　収支の状況 （単位：百万円）

H29
（決算）

H28
（決算）

比較増減

歳入総額 a 1,074,873 1,129,942 △ 55,069

歳出総額 b 986,984 1,011,193 △ 24,209

c (=a-b) 87,889 118,748 △ 30,860

繰越財源 d 63,574 96,916 △ 33,342

実質収支 e （＝ｃ-ｄ） 24,315 21,832 2,483

単年度収支 f 2,483 △ 3,583 6,066

繰上償還金 g 0 0 0

積立金 h 10,916 12,708 △ 1,792

積立金取崩額 i 12,890 18,263 △ 5,373

実質単年度収支 j (＝ｆ+ｇ+ｈ-i) 509 △ 9,138 9,647

平成29年度普通会計決算等について

歳入歳出差引額
　（形式収支）

注）表中の計数はそれぞれ表示単位未満を四捨五入しているので、各計数と合計が合致しないものがある。（以下、同じ。）

区分

１ 概要
(1) 決算規模

歳入は１兆749億円と前年度に比べ551億円の減（△4.9％）、歳出は9,870億円と

前年度に比べ242億円の減（△2.4％）となり、歳入、歳出とも減少した。
歳入の主な増減：寄付金（+43億円）、繰越金（+43億円）、県税（＋20億円）、

分担金及び負担金（+10億円）、繰入金（△292億円）、
地方交付税（△202億円）、国庫支出金（△96億円）、
諸収入（△64億円）、県債（△17億円）

歳出の主な増減：普通建設事業費（+254億円）、災害復旧事業費（△121億円）、

補助費等（△118億円）、積立金（△93億円）、貸付金（△73億円）、

公債費（△27億円）、維持補修費（△19億円）

(2) 形式収支及び実質収支
歳入歳出差引額（形式収支）は879億円で、このうち翌年度への繰越財源636億円を控

除した実質収支は、243億円の黒字となった。

(3) 単年度収支及び実質単年度収支
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は25億円の黒字と

なり、積立金等を加味した実質単年度収支は5億円の黒字となった。

(4) 財政指標
経常収支比率は97.6％(H28:96.9％)と、地方交付税が減少したことなどにより、前年

度に比べ0.7ポイント上昇した。
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表2　歳入（全体分） （単位：百万円）

構成比 構成比 増減率

１県税 * 155,952 14.5% 153,981 13.6% 1,970 1.3%

２地方譲与税 21,893 2.0% 21,315 1.9% 578 2.7%

３地方特例交付金等 359 0.0% 319 0.0% 41 12.7%

４地方交付税 289,831 27.0% 310,014 27.4% △ 20,183 -6.5%

　うち普通交付税 213,838 19.9% 219,285 19.4% △ 5,446 -2.5%

　うち特別交付税 4,430 0.4% 6,037 0.5% △ 1,607 -26.6%

　うち震災復興特別交付税 71,562 6.7% 84,692 7.5% △ 13,129 -15.5%

５交通安全対策交付金 389 0.0% 406 0.0% △ 17 -4.2%

６分担金・負担金 * 5,240 0.5% 4,219 0.4% 1,021 24.2%

７使用料・手数料 * 7,889 0.7% 7,927 0.7% △ 38 -0.5%

８国庫支出金 198,707 18.5% 208,325 18.4% △ 9,618 -4.6%

９財産収入 * 1,805 0.2% 1,926 0.2% △ 121 -6.3%

10寄附金 * 5,112 0.5% 827 0.1% 4,285 518.3%

11繰入金 * 52,194 4.9% 81,397 7.2% △ 29,203 -35.9%

12繰越金 * 118,748 11.0% 114,402 10.1% 4,347 3.8%

13諸収入 * 140,331 13.1% 146,774 13.0% △ 6,443 -4.4%

14県債 76,423 7.1% 78,109 6.9% △ 1,687 -2.2%
　うち臨財債 30,320 2.8% 30,265 2.7% 55 0.2%

歳入合計 1,074,873 100.0% 1,129,942 100.0% △ 55,069 -4.9%

　うち普通交付税+臨財債 244,158 249,550 △ 5,391 -2.2%

*は自主財源 注）県税には、地方消費税清算金（清算後）を含む。

　　（県税＝県税+地方消費税清算金（歳入）－地方消費税清算金（歳出））

自主財源と依存財源の割合

構成比 構成比 増減率

自主財源 487,271 45.3% 511,454 45.3% △ 24,183 -4.7%

県税 155,952 14.5% 153,981 13.6% 1,970 1.3%

その他 331,319 30.8% 357,473 31.6% △ 26,153 -7.3%

依存財源 587,602 54.7% 618,488 54.7% △ 30,886 -5.0%

地方交付税 289,831 27.0% 310,014 27.4% △ 20,183 -6.5%

国庫支出金 198,707 18.5% 208,325 18.4% △ 9,618 -4.6%

県債 76,423 7.1% 78,109 6.9% △ 1,687 -2.2%

その他 22,641 2.1% 22,040 2.0% 602 2.7%

歳入合計 1,074,873 100.0% 1,129,942 100.0% △ 55,069 -4.9%

H29 H28 比較増減

H29 H28 比較増減

２ 歳入
(1) 自主財源と依存財源の割合

本県の歳入は、県税等の「自主財源」の割合が低く、地方交付税、国庫支出金、県債等の「依存財
源」の割合が高い。
構成比は、自主財源の割合は45.3%、依存財源の割合は54.7%と前年度と同じとなった。

(2) 県税
県税は、地方消費税清算金の増等により、前年度比20億円の増（+1.3%）となった。

(3) 地方交付税
地方交付税は、震災復興特別交付税が復旧・復興事業の進捗に伴う直轄・補助事業に係る地方負担額

の減等により前年度比131億円の減（△15.5%）、実質的な普通交付税（普通交付税と臨時財政対策債の
合計額）が普通交付税の減等により前年度比54億円の減（△2.5%）、特別交付税が平成28年台風第10号
災害関係経費の算入減により前年度比16億円の減（△26.6%）となった。

(4) 国庫支出金
国庫支出金は、東日本大震災復興交付金の減等により、前年度比96億円の減（△4.6%）となった。

(5) 繰入金

繰入金は、東日本大震災復興交付金基金からの繰入金の減等により、前年度比292億円の減（△35.9%）

となった。
(6) 諸収入

諸収入は、中小企業東日本大震災復興資金貸付金元金収入の減等により、前年度比64億円の減
（△4.4%）となった。

(7) 県債
県債は、退職者の減少に伴う退職手当債の減等により、前年度比17億円の減（△2.2%）となった。
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表3　歳入（うち震災対応分） （単位：百万円）

構成比 構成比 増減率

１一般財源等　　　　　（※1） 82,892 22.0% 94,915 21.7% △ 12,023 -12.7%

２国庫支出金 112,830 29.9% 134,411 30.8% △ 21,582 -16.1%

３繰入金 26,596 7.0% 41,689 9.5% △ 15,093 -36.2%

４諸収入 84,733 22.4% 86,472 19.8% △ 1,739 -2.0%

５県債 2,764 0.7% 4,909 1.1% △ 2,145 -43.7%

６その他　　　　　　　　（※2） 67,729 17.9% 74,163 17.0% △ 6,435 -8.7%

　歳入合計 377,544 100.0% 436,559 100.0% △ 59,015 -13.5%

※1　一般財源等：震災復興特別交付税、特別交付税　等

※2　そ財の源他：繰越金、寄附金　等

表4-1　歳出・目的別（全体分） （単位：百万円）

構成比 構成比 増減率

１議会費 1,334 0.1% 1,341 0.1% △ 7 -0.5%

２総務費 51,347 5.2% 59,669 5.9% △ 8,322 -13.9%

３民生費 98,202 9.9% 99,020 9.8% △ 818 -0.8%

４衛生費 59,293 6.0% 59,001 5.8% 292 0.5%

５労働費 4,382 0.4% 12,159 1.2% △ 7,777 -64.0%

６農林水産業費 68,025 6.9% 61,509 6.1% 6,516 10.6%

７商工費 123,658 12.5% 129,655 12.8% △ 5,997 -4.6%

８土木費 176,413 17.9% 166,656 16.5% 9,757 5.9%

９警察費 28,350 2.9% 27,187 2.7% 1,163 4.3%

10教育費 147,767 15.0% 154,016 15.2% △ 6,248 -4.1%

11災害復旧費 82,302 8.3% 94,431 9.3% △ 12,129 -12.8%

12公債費 120,675 12.2% 123,391 12.2% △ 2,717 -2.2%

13諸支出金 7 0.0% 7 0.0% △ 0 -1.1%

14税関係交付金 25,229 2.6% 23,151 2.3% 2,078 9.0%

　歳出合計（目的別） 986,984 100.0% 1,011,193 100.0% △ 24,209 -2.4%

H28 比較増減

H29 H28 比較増減

H29

３ 歳出
(1) 目的別
ア 目的別の歳出で最も構成比が高いのは土木費（17.9％）であり、次いで教育費（15.0％）、
商工費（12.5％）の順となっている。

イ 土木費は河川改修事業の増等により前年度比98億円の増（+5.9％）、農林水産業費は乳製品

加工施設整備事業の増等により前年度比65億円の増（+10.6％）となった。

一方、災害復旧費は漁港災害復旧事業の減等により前年度比121億円の減（△12.8％）、

総務費は財政調整基金積立金の減等により前年度比83億円の減（△13.9％）となった。
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表4-2　歳出・目的別（うち震災対応分） （単位：百万円）

構成比 構成比 増減率

１議会費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２総務費 10,831 3.4% 22,158 6.1% △ 11,327 -51.1%

３民生費 7,921 2.5% 9,674 2.6% △ 1,753 -18.1%

４衛生費 7,612 2.4% 9,470 2.6% △ 1,858 -19.6%

５労働費 1,926 0.6% 9,653 2.6% △ 7,727 -80.0%

６農林水産業費 13,372 4.1% 16,665 4.6% △ 3,293 -19.8%

７商工費 82,815 25.6% 87,087 23.8% △ 4,271 -4.9%

８土木費 123,640 38.3% 117,449 32.1% 6,191 5.3%

９警察費 1,676 0.5% 409 0.1% 1,267 309.9%

10教育費 2,844 0.9% 3,295 0.9% △ 451 -13.7%

11災害復旧費 69,772 21.6% 89,042 24.4% △ 19,270 -21.6%

12公債費 588 0.2% 641 0.2% △ 54 -8.4%

13諸支出金 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

14税関係交付金 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

　歳出合計（目的別） 322,997 100.0% 365,542 100.0% △ 42,545 -11.6%

H29 H28 比較増減
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表4-3　歳出・性質別（全体分） （単位：百万円）

構成比 構成比 増減率

人件費 176,378 17.9% 178,015 17.6% △ 1,636 -0.9%

扶助費 12,654 1.3% 13,652 1.4% △ 998 -7.3%

公債費 120,567 12.2% 123,246 12.2% △ 2,679 -2.2%

うち県債償還元金 107,484 10.9% 108,654 10.7% △ 1,169 -1.1%

うち県債償還利子 13,063 1.3% 14,557 1.4% △ 1,494 -10.3%

義務的経費　計 309,600 31.4% 314,913 31.1% △ 5,313 -1.7%

普通建設事業費 224,764 22.8% 199,352 19.7% 25,412 12.7%

うち県単 29,965 3.0% 23,324 2.3% 6,641 28.5%

災害復旧事業費 82,302 8.3% 94,431 9.3% △ 12,129 -12.8%

失業対策費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

投資的経費　計 307,066 31.1% 293,783 29.1% 13,283 4.5%

物件費 28,066 2.8% 29,545 2.9% △ 1,479 -5.0%

維持補修費 15,080 1.5% 16,998 1.7% △ 1,918 -11.3%

補助費等 166,407 16.9% 178,197 17.6% △ 11,791 -6.6%

繰出金 2,059 0.2% 2,398 0.2% △ 339 -14.1%

積立金 30,791 3.1% 40,120 4.0% △ 9,329 -23.3%

投資・出資金 99 0.0% 139 0.0% △ 40 -28.7%

貸付金 127,817 13.0% 135,100 13.4% △ 7,283 -5.4%

その他　計 370,318 37.5% 402,497 39.8% △ 32,179 -8.0%

歳出合計（性質別） 986,984 100.0% 1,011,193 100.0% △ 24,209 -2.4%

H29 H28 比較増減

(2) 性質別
ア 義務的経費は、公債費が前年度比27億円の減（△2.2%）、人件費が退職者の減少に伴う退
職金の減等により前年度比16億円の減（△0.9%）、扶助費が平成28年台風第10号に係る救助
費の皆減等により前年度比10億円の減（△7.3%）となっており、全体では前年度比53億円の
減（△1.7%）となった。

イ 投資的経費は、災害復旧事業費が漁港災害復旧事業費の減等により前年度比121億円の減

（△12.8%）となる一方、普通建設事業費が地域連携道路整備事業費の増等により前年度比

254億円の増（+12.7%）となっており、全体では前年度比133億円の増（+4.5%）となった。

ウ その他の経費は、補助費等が事業復興型雇用創出事業費補助の減等により前年度比118億円
の減（△6.6%）、積立金が東日本大震災復興交付金基金積立金の減等により前年度比93億円
の減（△23.3%）となっており、全体では前年度比322億円の減（△8.0%）となった。
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表4-4　歳出・性質別（うち震災対応分） （単位：百万円）

構成比 構成比 増減率

人件費 3,033 0.9% 3,626 1.0% △ 593 -16.3%

扶助費 251 0.1% 269 0.1% △ 18 -6.8%

公債費 588 0.2% 641 0.2% △ 54 -8.4%

うち県債償還元金 541 0.2% 561 0.2% △ 20 -3.6%

うち県債償還利子 47 0.0% 80 0.0% △ 33 -41.5%

義務的経費　計 3,871 1.2% 4,536 1.2% △ 665 -14.7%

普通建設事業費 140,569 43.5% 136,907 37.5% 3,663 2.7%

うち県単 4,535 1.4% 4,006 1.1% 529 13.2%

災害復旧事業費 69,772 21.6% 89,042 24.4% △ 19,270 -21.6%

失業対策費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

投資的経費　計 210,342 65.1% 225,949 61.8% △ 15,607 -6.9%

物件費 5,243 1.6% 4,909 1.3% 335 6.8%

維持補修費 564 0.2% 1,128 0.3% △ 565 -50.0%

補助費等 12,184 3.8% 21,645 5.9% △ 9,461 -43.7%

繰出金 88 0.0% 281 0.1% △ 193 -68.7%

積立金 9,649 3.0% 21,698 5.9% △ 12,049 -55.5%

投資・出資金 1 0.0% 30 0.0% △ 28 -95.8%

貸付金 81,056 25.1% 85,368 23.4% △ 4,312 -5.1%

その他　計 108,785 33.7% 135,057 36.9% △ 26,274 -19.5%

歳出合計（性質別） 322,997 100.0% 365,542 100.0% △ 42,545 -11.6%

H29 H28 比較増減
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４　各種財政指標の状況

標準財政規模（百万円） 財政力指数 経常収支比率（％） 実質収支比率（％）

H29 398,812 0.36241 97.6 6.1

H28 401,253 0.35156 96.9 5.4

うち財源対策３基金
（百万円）

H29 1,368,750 116,984 37,730

H28 1,400,544 137,313 45,364

注）財源対策３基金とは、財政調整基金、県債管理基金、地域振興基金で、財源対策に活用できる基金。

○平成29年度決算に基づく各比率の値

（ア）健全化判断比率

連結実質赤字比率（％） 実質公債費比率（％） 将来負担比率（％）

－ (なし) 18.2 224.2

【参考】

実質赤字比率（％） 連結実質赤字比率（％） 実質公債費比率（％） 将来負担比率（％）

3.75 8.75 25.0 400.0
5.0 15.0 35.0

※　早期健全化基準を超える場合：財政健全化計画の策定、外部監査の要求　等
　　財政再生基準を超える場合：財政再生計画の策定、地方債の制限　等

（イ）資金不足比率（公営企業の経営健全化に関する判断比率）

【参考】

資金不足比率（％）

20.0
※　経営健全化基準を超える場合：経営健全化計画の策定、外部監査の要求　等

５　地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について

実質赤字比率（％）

－ (なし)

早期健全化基準
財政再生基準

経営健全化基準

県債現在高（百万円）
　積立基金現在高

（百万円）

※　各公営企業：流域下水道事業特別会計、港湾整備事業特別会計、県立病院等事業会計、電気事業
　　　　　　　　会計、工業用水道事業会計

資金不足比率（％）

－  (各公営企業ともなし)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）に基づく健全化判断比率に
ついては、実質公債費比率が18％以上となり、地方債の許可団体となる。
なお、いずれの指標も早期健全化基準には該当しない。
また、公営企業の経営健全化に関する判断比率である資金不足比率についても、経営健全化基

準に該当しない。
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参考：用語解説

標準財政規模 　地方公共団体の一般財源の標準規模を示すものである。

財政力指数

経常収支比率

実質赤字比率

連結実質赤字比率

　　　合計額

　全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する割合を連結実質
赤字比率という。

　・連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額

　ハ　一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の

　ニ　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

　イ　一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、
　　　実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
　ロ　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

連結実質赤字比率（％）＝
連結実質赤字額

基準財政収入額
基準財政需要額

の3か年平均

　　　　　　　　　一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額

一般会計等の実質赤字額

経常経費充当一般財源

※H12までは
経常経費充当一般財源

標準財政規模

　・実質赤字の額　＝　繰上充用額　＋（支払繰延額＋事業繰越額）

経常一般財源+減収補てん債+臨時財政対策債

　・一般会計等の実質赤字額

　一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する割合を実質赤字比率という。

標準財政規模
実質赤字比率（％）＝

標準財政規模＝［基準財政収入額－〔地方譲与税+交通安全対策特別交付金〕］×100/75+地
方譲与税+交通安全対策特別交付金+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額

　基準財政収入額は、地方公共団体が標準的に収入しうると考えられる地方税等のうち基準財
政需要額に対応する部分とされ、都道府県では標準税率で算定した当該年度の収入見込額の
75/100の額とされている。

　基準財政需要額は、地方公共団体が妥当かつ合理的な平均水準で行政を行う場合に要する
財政需要を示す額とされている。

　財政力指数が１を超える場合、すなわち基準財政収入額が基準財政需要額よりも大きい場合
には、当該地方公共団体は普通交付税の不交付団体となる。また、財政力指数が１以下の団体
であっても、１に近いほど普通交付税算定上のいわゆる留保財源が大きいことになり、財源に余
裕があるということができる。

経常一般財源

×100

　経常収支比率は、当該団体の財政構造の弾力性を測定する比率として使われる。この比率
は、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、地方交付税、地方譲与
税を中心とする経常一般財源収入がどの程度充当されているかを示しており、この比率が低い
ほど財政構造に弾力性があるといえる。

経常収支比率（％）＝

　基本的な財政需要に対する標準的な収入額の割合であり、財政の自主性、自由度を示してい
る。

財政力指数＝

-８-



参考：用語解説（続き）

実質公債費比率

　・準元利償還金：イからホまでの合計額

　イ　満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの

　　　元金償還金相当額

　ロ　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと

　　　認められるもの

　ハ　組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に

　　　充てたと認められるもの

　ニ　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

　ホ　一時借入金の利子

将来負担比率

資金不足比率

　　　　　　特例がある。

　・資金の不足額

　ヌ　組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
　・充当可能基金額：イからチまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金

　　事業の規模（法非適用企業）＝営業収益に相当する収入の額-受託工事収益に相当する収入の額

　　　※　宅地造成事業を行う公営企業については、土地の評価に係る流動資産の算定等に関する特例
　　　　　がある。

　　事業の規模（法適用企業）＝営業収益の額-受託工事収益の額

　　　　　　（調達した資金規模）を示す資本及び負債の合計額とする。

　　資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方債の現在高-流動資産）-解消可能資金不足額
　　資金の不足額（法非適用企業）＝（歳出額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方債の現在高－歳入額）－解消可能資金不足額
　　　※　解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等の事業がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額。

　・事業の規模

　　　※　指定管理者制度（利用料金制）を導入している公営企業については、営業収益の額に関する

　　　※　宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、「事業経営のための財源規模」

資金不足比率（％）＝
資金の不足額
事業の規模

　ホ　退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額
　へ　地方公共団体が設立した一定の法人（設立法人）の負債の額のうち、当該設立法人の財務・経営状
　　　 況を勘案した一般会計等の負担見込額
　ト　当該団体が受益権を有する信託の負債の額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案した
　　　 一般会計等の負担見込額
　チ　設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内

　　　 貸付金の額のうち、当該設立法人以外の者の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

　ニ　当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

　リ　連結実質赤字額

　公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する割合を資金不足比率という。

　　　 に償還すべきものとして当該団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った

　・将来負担額：イからヌまでの合計額
　イ　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
　ロ　債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費に係るもの）
　ハ　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率を実質公債費比
率という。

　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合を将来負担比率という。

将来負担比率（％）＝

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋
　　　　　　　　　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

実質公債費比率（％）＝
（３か年平均） 標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

(地方債の元利償還金＋準元利償還金）-
　　（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準財政需要額算入額）

-９-


